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諮問第１０５号 

 

   人権擁護委員の候補者の推薦につき意見を求めることについて 

 

 次の者を人権擁護委員の候補者として推薦したいので、人権擁護委員法（昭和２

４年法律第１３９号）第６条第３項の規定により、議会の意見を求める。 

 

  令和４年８月２９日提出 

 

                 東広島市長    垣    德    

 

住 所  東広島市 

氏 名  島 本 智 子 
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（提案理由） 

人権擁護委員の任期が令和４年１２月３１日をもって満了するため、当該委員の

候補者として法務大臣に推薦することについて、議会の意見を求めるものである。 

 

 

 

（根拠法令） 

 人権擁護委員法 

第６条 

３ 市町村長は、法務大臣に対し、当該市町村の議会の議員の選挙権を有する住民

で、人格識見高く、広く社会の実情に通じ、人権擁護について理解のある社会事

業家、教育者、報道新聞の業務に携わる者等及び弁護士会その他婦人、労働者、

青年等の団体であつて直接間接に人権の擁護を目的とし、又はこれを支持する団

体の構成員の中から、その市町村の議会の意見を聞いて、人権擁護委員の候補者

を推薦しなければならない。 
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諮問第１０６号 

 

   人権擁護委員の候補者の推薦につき意見を求めることについて 

 

 次の者を人権擁護委員の候補者として推薦したいので、人権擁護委員法（昭和２

４年法律第１３９号）第６条第３項の規定により、議会の意見を求める。 

 

  令和４年８月２９日提出 

 

                 東広島市長    垣    德    

 

住 所  東広島市 

氏 名  中 邑 德 之 
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（提案理由） 

人権擁護委員の任期が令和４年１２月３１日をもって満了するため、当該委員の

候補者として法務大臣に推薦することについて、議会の意見を求めるものである。 

 

 

 

（根拠法令） 

 人権擁護委員法 

第６条 

３ 市町村長は、法務大臣に対し、当該市町村の議会の議員の選挙権を有する住民

で、人格識見高く、広く社会の実情に通じ、人権擁護について理解のある社会事

業家、教育者、報道新聞の業務に携わる者等及び弁護士会その他婦人、労働者、

青年等の団体であつて直接間接に人権の擁護を目的とし、又はこれを支持する団

体の構成員の中から、その市町村の議会の意見を聞いて、人権擁護委員の候補者

を推薦しなければならない。 
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諮問第１０７号 

 

   人権擁護委員の候補者の推薦につき意見を求めることについて 

 

 次の者を人権擁護委員の候補者として推薦したいので、人権擁護委員法（昭和２

４年法律第１３９号）第６条第３項の規定により、議会の意見を求める。 

 

  令和４年８月２９日提出 

 

                 東広島市長    垣    德    

 

住 所  東広島市 

氏 名  沖 田 智 美 
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（提案理由） 

人権擁護委員の任期が令和４年１２月３１日をもって満了するため、当該委員の

候補者として法務大臣に推薦することについて、議会の意見を求めるものである。 

 

 

 

（根拠法令） 

 人権擁護委員法 

第６条 

３ 市町村長は、法務大臣に対し、当該市町村の議会の議員の選挙権を有する住民

で、人格識見高く、広く社会の実情に通じ、人権擁護について理解のある社会事

業家、教育者、報道新聞の業務に携わる者等及び弁護士会その他婦人、労働者、

青年等の団体であつて直接間接に人権の擁護を目的とし、又はこれを支持する団

体の構成員の中から、その市町村の議会の意見を聞いて、人権擁護委員の候補者

を推薦しなければならない。 
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同意案第１０８号 

 

   固定資産評価審査委員会委員の選任の同意について 

 

 東広島市固定資産評価審査委員会委員に次の者を選任することについて、地方税

法（昭和２５年法律第２２６号）第４２３条第３項の規定により、議会の同意を求

める。 

 

  令和４年８月２９日提出 

 

                 東広島市長    垣    德 

 

 住 所  東広島市 

 氏 名  富 田 純 江 
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 （提案理由） 

 東広島市固定資産評価審査委員会委員の任期が令和４年９月３０日をもって満了

するため、その後任の委員の選任について、議会の同意を求めるものである。 

 

 

 

 （根拠法令） 

 地方税法 

第４２３条 

３ 固定資産評価審査委員会の委員は、当該市町村の住民、市町村税の納税義務が

ある者又は固定資産の評価について学識経験を有する者のうちから、当該市町村

の議会の同意を得て、市町村長が選任する。 
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同意案第１０９号 

 

   固定資産評価審査委員会委員の選任の同意について 

 

 東広島市固定資産評価審査委員会委員に次の者を選任することについて、地方税

法（昭和２５年法律第２２６号）第４２３条第３項の規定により、議会の同意を求

める。 

 

  令和４年８月２９日提出 

 

                 東広島市長    垣    德 

 

 住 所  東広島市 

 氏 名  久 能 秀 之 
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 （提案理由） 

 東広島市固定資産評価審査委員会委員の任期が令和４年９月３０日をもって満了

するため、その後任の委員の選任について、議会の同意を求めるものである。 

 

 

 

 （根拠法令） 

 地方税法 

第４２３条 

３ 固定資産評価審査委員会の委員は、当該市町村の住民、市町村税の納税義務が

ある者又は固定資産の評価について学識経験を有する者のうちから、当該市町村

の議会の同意を得て、市町村長が選任する。 
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議案第１１０号 

 

   広島県水道広域連合企業団規約の制定に関する協議について 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２８４条第１項に規定する広域連合と

して広島県水道広域連合企業団を設立するため、同条第３項の規定により、広島県

水道広域連合企業団規約を別紙のとおり制定することに関し、関係地方公共団体と

協議することについて、同法第２９１条の１１の規定により、議会の議決を求め

る。 

 

  令和４年８月２９日提出 

 

                 東広島市長    垣    德    
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（提案理由） 

水道事業等に関する事務を広域にわたり総合的かつ計画的に処理することを目的

として、広島県水道広域連合企業団を設立するため、広島県水道広域連合企業団規

約の制定に関し、関係地方公共団体と協議することについて、議会の議決を求める

ものである。 

 

 

 

（根拠法令） 

地方自治法 

第２９１条の１１ 第２８４条第３項、第２９１条の３第１項及び第３項、前条第

１項並びに第２９１条の１３において準用する第２８９条の協議については、関

係地方公共団体の議会の議決を経なければならない。 
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別紙 

 

広島県水道広域連合企業団規約 

 

（広域連合企業団の名称） 

第１条 この広域連合企業団は、広島県水道広域連合企業団（以下「企業団」とい

う。）という。 

（企業団を組織する地方公共団体） 

第２条 企業団は、広島県、竹原市、三原市、府中市、三次市、庄原市、東広島

市、廿日市市、安芸高田市、江田島市、熊野町、北広島町、大崎上島町、世羅町

及び神石高原町（以下「構成団体」という。）をもって組織する。 

（企業団の区域） 

第３条 企業団の区域は、広島県内とする。 

（企業団の処理する事務） 

第４条 企業団は、次に掲げる事務を処理する。 

(1) 水道事業の経営に関する事務 

(2) 水道用水供給事業の経営に関する事務 

(3) 工業用水道事業の経営に関する事務 

（企業団の作成する広域計画の項目） 

第５条 企業団が作成する広域計画（地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２

８４条第３項に規定する広域計画をいう。以下同じ。）には、次に掲げる項目に

ついて記載するものとする。 

(1) 水道事業の経営に関すること。 

(2) 水道用水供給事業の経営に関すること。 

(3) 工業用水道事業の経営に関すること。 

(4) 広域計画の期間及び改定に関すること。 

（企業団の事務所の位置） 

第６条 企業団の主たる事務所は、広島市に置く。 

（企業団の議会の組織） 

第７条 企業団の議会の議員（以下「企業団議員」という。）の定数は、１９人と
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する。 

２ 企業団議員は、構成団体の議会の議員又は長により組織する。 

（企業団議員の選挙の方法） 

第８条 企業団議員は、構成団体の議会の議員又は長のうちから、構成団体の議会

において、選挙する。 

２ 前項の規定により構成団体の議会ごとに選挙する企業団議員の人数は、次の各

号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める人数とする。 

(1) 給水人口（水道法（昭和３２年法律第１７７号）第７条第４項に規定する給

水人口をいう。次号において同じ。）１０万人未満の市町 １人 

(2) 給水人口１０万人以上の市町 ２人 

(3) 広島県 ３人 

３ 構成団体の議会における選挙については、地方自治法第１１８条の例による。 

（企業団議員の任期） 

第９条 企業団議員の任期は、当該構成団体の議会の議員又は長としての任期と同

期間とする。 

２ 企業団議員が、次の各号のいずれかに該当したときは、その職を失う。 

(1) 構成団体の長である者が、企業長に選出されたとき。 

(2) 構成団体の議会の議員又は長でなくなったとき。 

３ 企業団の議会の解散があったとき、又は企業団議員に欠員が生じたときは、前

条の規定により、速やかにこれを選挙により選出しなければならない。 

（企業団の議会の議長及び副議長） 

第１０条 企業団の議会は、企業団議員のうちから、議長及び副議長１人を選挙に

より選出しなければならない。 

２ 議長及び副議長の任期は、企業団議員の任期と同期間とする。 

（企業団の長） 

第１１条 企業団の長は、企業長とする。 

２ 企業団に、企業長１人を置く。 

３ 企業長に事故があるとき、又は企業長が欠けたときは、副企業長がその職務を

代理する。 

（企業長の選出の方法） 
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第１２条 企業長は、構成団体の長のうちから、構成団体の長による選挙により選

出する。 

２ 前項の選挙は、広島県内において行うものとする。ただし、これにより難いと

きは、企業長が別に定めることができる。 

３ 企業長が欠けたときは、速やかにこれを選挙により選出しなければならない。 

（企業長の任期） 

第１３条 企業長の任期は、構成団体の長としての任期と同期間とする。 

２ 企業長が構成団体の長でなくなったときは、同時にその職を失う。 

（副企業長） 

第１４条 企業団に、副企業長１人を置く。 

（副企業長の選任の方法） 

第１５条 副企業長は、企業長が企業団の議会の同意を得て、選任する。 

（副企業長の任期） 

第１６条 副企業長の任期は４年とし、再任を妨げない。ただし、企業長は、任期

中においても、これを解職することができる。 

（補助職員） 

第１７条 企業団に必要な職員を置く。 

（監査委員） 

第１８条 企業団に監査委員２人を置く。 

２ 監査委員は、企業長が企業団議会の同意を得て、人格が高潔で、事業の経営管

理に関し優れた識見を有する者から選任する。 

３ 監査委員の任期は、４年とする。ただし、後任者が選任されるまでの間は、そ

の職務を行うことを妨げない。 

（選挙管理委員会） 

第１９条 企業団に選挙管理委員会を置く。 

２ 選挙管理委員会は、４人の選挙管理委員をもってこれを組織する。 

３ 選挙管理委員は、構成団体の選挙権を有する者で、人格が高潔で、政治及び選

挙に関し公正な見識を有する者のうちから、企業団議会の選挙により選出する。 

４ 選挙管理委員の任期は、４年とする。 

（企業団の財務） 



‐１６‐ 

第２０条 企業団の経費は、料金、企業債、交付金、構成団体が負担する負担金及

びその他の収入をもってこれに充てる。 

２ 前項の規定による負担金の額は、構成団体との協議により定める。 

（委任） 

第２１条 この規約の施行に関し必要な事項は、企業長が別に定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この規約は、総務大臣の許可のあった日（以下「施行日」という。）から施行

する。 

（経過措置） 

２ 施行日から令和５年３月３１日までの間は、第４条に規定する企業団の処理す

る事務は、同条の規定にかかわらず、同条の規定に関する事務の準備行為とす

る。 

（承継） 

３ 構成団体の水道事業、水道用水供給事業及び工業用水道事業の事務は、令和５

年４月１日に企業団が承継する。 

４ 令和５年３月３１日において、構成団体が保有する水道事業、水道用水供給事

業及び工業用水道事業の資産、負債及び資本は、令和５年４月１日に企業団が承

継する。



‐１７‐ 

議案第１１１号 

 

   財産の取得について 

 

 財産を次のとおり取得することについて、議会の議決に付すべき契約及び財産の

取得又は処分に関する条例（昭和４９年東広島市条例第１２５号）第３条の規定に

より、議会の議決を求める。 

 

  令和４年８月２９日提出 

 

                 東広島市長    垣    德    

 

１ 財産の表示 

 (1) 種別 動産 

 (2) 品名 高規格救急自動車 

 (3) 数量 １台 

２ 取得価格 

  ３,３０３万８,５００円 

３ 相手方 

  東広島市西条町御薗宇６４６６番地３ 

  広島トヨタ自動車株式会社西条店 

  店長 西   靖 宏 



‐１８‐ 

 （提案理由） 

 竹原消防署忠海分署に配備する高規格救急自動車を買い入れるに当たり、その予

定価格が２,０００万円以上であるため、議会の議決を求めるものである。 

 

 

 

 （根拠条例） 

 議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例 

第３条 地方自治法第９６条第１項第８号の規定により議会の議決に付さなければ

ならない財産の取得又は処分は、予定価格２,０００万円以上の不動産若しくは

動産の買入れ若しくは売払い（－略－）又は不動産の信託の受益権の買入れ若し

くは売払いとする。 



‐１９‐ 

議案第１１２号 

 

   財産の無償譲渡について 

 

 財産を次のとおり無償で譲渡することについて、地方自治法（昭和２２年法律第

６７号）第９６条第１項第６号の規定により、議会の議決を求める。 

 

  令和４年８月２９日提出 

 

                 東広島市長    垣    德    

 

１ 財産の表示 

 (1) 所在 東広島市志和町志和東６８５番地１ 

 (2) 種別 建物 

 (3) 構造 木造平屋建て 

 (4) 延べ面積 １１３.４１平方メートル 

２ 相手方 

  東広島市志和町志和東５３７番地 

  東１自治会 

  会長 田 中 智 史 



‐２０‐ 

 （提案理由） 

 元広集会所の建物を東１自治会に無償で譲渡することについて、議会の議決を求

めるものである。 

 

 

 

 （根拠法令） 

 地方自治法 

第９６条 普通地方公共団体の議会は、次に掲げる事件を議決しなければならな

い。 

 (6) 条例で定める場合を除くほか、財産を交換し、出資の目的とし、若しくは支

払手段として使用し、又は適正な対価なくしてこれを譲渡し、若しくは貸し付

けること。 



‐２１‐ 

議案第１１３号 

 

   財産の無償譲渡について 

 

 財産を次のとおり無償で譲渡することについて、地方自治法（昭和２２年法律第

６７号）第９６条第１項第６号の規定により、議会の議決を求める。 

 

  令和４年８月２９日提出 

 

                 東広島市長    垣    德    

 

１ 財産の表示 

 (1) 所在 東広島市豊栄町清武３３６６番地１ 

 (2) 種別 建物 

 (3) 構造 鉄骨造平屋建て 

 (4) 延べ面積 ２１９.８１平方メートル 

２ 相手方 

  東広島市豊栄町清武３３６６番地１ 

  清武西後谷自治会 

  会長 大 川 芳 生 



‐２２‐ 

 （提案理由） 

 後谷集会所の建物を清武西後谷自治会に無償で譲渡することについて、議会の議

決を求めるものである。 

 

 

 

 （根拠法令） 

 地方自治法 

第９６条 普通地方公共団体の議会は、次に掲げる事件を議決しなければならな

い。 

 (6) 条例で定める場合を除くほか、財産を交換し、出資の目的とし、若しくは支

払手段として使用し、又は適正な対価なくしてこれを譲渡し、若しくは貸し付

けること。 



‐２３‐ 

議案第１１４号 

 

   財産の無償譲渡について 

 

 財産を次のとおり無償で譲渡することについて、地方自治法（昭和２２年法律第

６７号）第９６条第１項第６号の規定により、議会の議決を求める。 

 

  令和４年８月２９日提出 

 

                 東広島市長    垣    德    

 

１ 財産の表示 

 (1) 所在 東広島市入野中山台二丁目２８番１０号 

 (2) 種別 建物 

 (3) 構造 木造平屋建て 

 (4) 延べ面積 ８９.６４平方メートル 

２ 相手方 

  東広島市入野中山台二丁目２８番１０号 

  中山台自治会 

  会長 藏 田 保 男 



‐２４‐ 

 （提案理由） 

 グリーンコミュニティホームの建物を中山台自治会に無償で譲渡することについ

て、議会の議決を求めるものである。 

 

 

 

 （根拠法令） 

 地方自治法 

第９６条 普通地方公共団体の議会は、次に掲げる事件を議決しなければならな

い。 

 (6) 条例で定める場合を除くほか、財産を交換し、出資の目的とし、若しくは支

払手段として使用し、又は適正な対価なくしてこれを譲渡し、若しくは貸し付

けること。 



‐２５‐ 

議案第１１５号 

 

   財産の無償貸付けについて 

 

 財産を次のとおり無償で貸し付けることについて、地方自治法（昭和２２年法律

第６７号）第９６条第１項第６号の規定により、議会の議決を求める。 

 

  令和４年８月２９日提出 

 

                 東広島市長    垣    德    

 

１ 財産の表示 

 (1) 所在 東広島市志和町志和東字元広６８５番１ほか２筆 

 (2) 種別 土地 

 (3) 地目 宅地 

 (4) 面積 ５７４.００平方メートル 

２ 貸付期間 

  令和４年１１月１日から令和９年３月３１日まで 

３ 相手方 

  東広島市志和町志和東５３７番地 

  東１自治会 

  会長 田 中 智 史 



‐２６‐ 

 （提案理由） 

 元広集会所を無償で譲渡することに伴い、その敷地の用に供されている土地を当

該譲渡を受ける者に無償で貸し付けることについて、議会の議決を求めるものであ

る。 

 

 

 

 （根拠法令） 

 地方自治法 

第９６条 普通地方公共団体の議会は、次に掲げる事件を議決しなければならな

い。 

 (6) 条例で定める場合を除くほか、財産を交換し、出資の目的とし、若しくは支

払手段として使用し、又は適正な対価なくしてこれを譲渡し、若しくは貸し付

けること。 

 



‐２７‐ 

議案第１１６号 

 

   財産の無償貸付けについて 

 

 財産を次のとおり無償で貸し付けることについて、地方自治法（昭和２２年法律

第６７号）第９６条第１項第６号の規定により、議会の議決を求める。 

 

  令和４年８月２９日提出 

 

                 東広島市長    垣    德    

 

１ 財産の表示 

 (1) 所在 東広島市豊栄町清武３３６６番１ほか１筆 

 (2) 種別 土地 

 (3) 地目 宅地 

 (4) 面積 １,４６２平方メートル 

２ 貸付期間 

  令和４年１１月１日から令和９年３月３１日まで 

３ 相手方 

  東広島市豊栄町清武３３６６番地１ 

  清武西後谷自治会 

  会長 大 川 芳 生 



‐２８‐ 

 （提案理由） 

 後谷集会所を無償で譲渡することに伴い、その敷地の用に供されている土地を当

該譲渡を受ける者に無償で貸し付けることについて、議会の議決を求めるものであ

る。 

 

 

 

 （根拠法令） 

 地方自治法 

第９６条 普通地方公共団体の議会は、次に掲げる事件を議決しなければならな

い。 

 (6) 条例で定める場合を除くほか、財産を交換し、出資の目的とし、若しくは支

払手段として使用し、又は適正な対価なくしてこれを譲渡し、若しくは貸し付

けること。 

 



‐２９‐ 

議案第１１７号 

 

   財産の無償貸付けについて 

 

 財産を次のとおり無償で貸し付けることについて、地方自治法（昭和２２年法律

第６７号）第９６条第１項第６号の規定により、議会の議決を求める。 

 

  令和４年８月２９日提出 

 

                 東広島市長    垣    德    

 

１ 財産の表示 

 (1) 所在 東広島市入野中山台二丁目３５８番７ 

 (2) 種別 土地 

 (3) 地目 宅地 

 (4) 面積 ４３８.１０平方メートル 

２ 貸付期間 

  令和４年１１月１日から令和９年３月３１日まで 

３ 相手方 

  東広島市入野中山台二丁目２８番１０号 

  中山台自治会 

  会長 藏 田 保 男 



‐３０‐ 

 （提案理由） 

 グリーンコミュニティホームを無償で譲渡することに伴い、その敷地の用に供さ

れている土地を当該譲渡を受ける者に無償で貸し付けることについて、議会の議決

を求めるものである。 

 

 

 

 （根拠法令） 

 地方自治法 

第９６条 普通地方公共団体の議会は、次に掲げる事件を議決しなければならな

い。 

 (6) 条例で定める場合を除くほか、財産を交換し、出資の目的とし、若しくは支

払手段として使用し、又は適正な対価なくしてこれを譲渡し、若しくは貸し付

けること。 

 



‐３１‐ 

議案第１１８号 

 

   市道の路線の認定について 

 

 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第８条第２項の規定により、次の路線を市

道として認定するため、議会の議決を求める。 

 

  令和４年８月２９日提出 

 

                 東広島市長    垣    德   

 

路 線 名 起    点 終    点 
重要な 

経過地 

田口東５６号線 
東広島市西条町田口字西

中郷１２６０番１０地先 

東広島市西条町田口字西

中郷１２６０番１０地先 
 

下三永６９号線 

東広島市西条町下三永字

午王曽原１０７７４番４

３地先 

東広島市西条町下三永字

午王曽原１０７７４番４

５地先 

 

吉 行 ３ ４ 号 線 
東広島市西条町吉行字河

尻５４４番４地先 

東広島市西条町吉行字河

尻５４６番３地先 
 

下 組 ５ ２ 号 線 
東広島市八本松飯田一丁

目３９３番３５地先 

東広島市八本松飯田一丁

目３９３番５３地先 
 

 



‐３２‐ 

（提案理由） 

 住宅団地内の道路を市道として認定するため、議会の議決を求めるものである。 

 

 

 

 （根拠法令） 

 道路法 

第８条 

２ 市町村長が前項の規定により路線を認定しようとする場合においては、あらか

じめ当該市町村の議会の議決を経なければならない。 



‐３３‐ 

議案第１１９号 

 

   請負契約の締結について 

 

 令和４年度中学校施設整備事業西条中学校長寿命化改良工事（建築）の請負契約

を次のとおり締結することについて、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又

は処分に関する条例（昭和４９年東広島市条例第１２５号）第２条の規定により、

議会の議決を求める。 

 

  令和４年８月２９日提出 

 

東広島市長    垣    德    

 

１ 契約の目的 

  令和４年度中学校施設整備事業西条中学校長寿命化改良工事（建築） 

２ 契約の方法 

  条件付一般競争入札 

３ 契約金額 

  １２億８,８１０万円 

４ 契約の相手方 

  増岡組・上垣組特定建設工事共同企業体 

代表構成員 広島市中区鶴見町４番２５号 

      株式会社増岡組広島本店 

        専務取締役本店長 迫   清 孝 

  構 成 員 東広島市西条町田口１４３７番地 

        株式会社上垣組 

        代表取締役 上 垣   健 



‐３４‐ 

 （提案理由） 

 令和４年度中学校施設整備事業西条中学校長寿命化改良工事（建築）の請負契約

を締結するに当たり、その予定価格が１億５,０００万円以上であるため、議会の

議決を求めるものである。 

 

 

 

 （根拠条例） 

 議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例 

第２条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９６条第１項第５号の規定によ

り議会の議決に付さなければならない契約は、予定価格１億５,０００万円以上

の工事又は製造の請負とする。



‐３５‐ 

議案第１２０号 

 

   請負契約の締結について 

 

 令和４年度中学校施設整備事業西条中学校長寿命化改良工事（電気）の請負契約

を次のとおり締結することについて、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又

は処分に関する条例（昭和４９年東広島市条例第１２５号）第２条の規定により、

議会の議決を求める。 

 

  令和４年８月２９日提出 

 

東広島市長    垣    德    

 

１ 契約の目的 

  令和４年度中学校施設整備事業西条中学校長寿命化改良工事（電気） 

２ 契約の方法 

  条件付一般競争入札 

３ 契約金額 

  ２億２,９５４万８,０００円 

４ 契約の相手方 

  広島市中区中町８番８号 

  ヱビス電工株式会社 

  代表取締役 望 月   文 

  

 



‐３６‐ 

 （提案理由） 

 令和４年度中学校施設整備事業西条中学校長寿命化改良工事（電気）の請負契約

を締結するに当たり、その予定価格が１億５,０００万円以上であるため、議会の

議決を求めるものである。 

 

 

 

 （根拠条例） 

 議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例 

第２条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９６条第１項第５号の規定によ

り議会の議決に付さなければならない契約は、予定価格１億５,０００万円以上

の工事又は製造の請負とする。



‐３７‐ 

議案第１２１号 

 

   字の区域の変更について 

 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条第１項の規定により、東広島

市西条町の次の表の左欄に掲げる字の区域を同表の右欄に掲げる字の区域に変更す

るため、議会の議決を求める。 

 

  令和４年８月２９日提出 

 

東広島市長    垣    德    

 

左         欄 右  欄 

大字 字 地      番 大字 字 

田口 東子 ２５８４に隣接する道路である市有地の一

部、２５９７の２の一部、２６００の１の

一部、２６０２の一部及びこれらの区域に

介在する水路である市有地の全部、２６０ 

９の一部、２６１０の一部、 
２６１１ 

２６１２ 
の一 

部、２６１３、２６１４、２６１５の一部 

田口 滝原 

滝原 １０２６４の３の一部、１０２６４の４、

１０２６４の５、１０２６４の１０の一

部、１０２６４の１１の一部及びこれらの

区域に介在する水路である市有地の全部、

１０２６８の７の一部、１０２６８の９の

一部、１０２６９の一部及びこれらの区域

に介在する水路である市有地の全部、１０

２７０の３の一部、１０２７０の５の一部 

東子 
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（提案理由） 

東広島市西条町東子土地区画整理事業の実施による宅地の造成に伴い、字の区域

を変更することについて、議会の議決を求めるものである。 

 

 

 

（根拠法令） 

 地方自治法 

第２６０条 市町村長は、政令で特別の定めをする場合を除くほか、市町村の区域

内の町若しくは字の区域を新たに画し若しくはこれを廃止し、又は町若しくは字

の区域若しくはその名称を変更しようとするときは、当該市町村の議会の議決を

経て定めなければならない。 
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議案第１２２号 

 

   職員の育児休業等に関する条例の一部改正について 

 

 職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

 

  令和４年８月２９日提出 

 

                 東広島市長    垣    德    

 

   職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例 

 

 職員の育児休業等に関する条例（平成４年東広島市条例第１号）の一部を次のよ

うに改正する。 

 第２条第３号中「次のいずれかに該当する」を削り、「以外」を「であって、次

のいずれかに該当するもの以外」に改め、同号ア(ｱ)中「という。）（」の右に「

当該子の出生の日から第３条の２に規定する期間内に育児休業をしようとする場合

にあっては当該期間の末日から６月を経過する日、」を加え、「該当する場合にあ

っては、」を「該当する場合にあっては当該子が」に改め、同号イを次のように改

める。 

  イ 次のいずれかに該当する非常勤職員 

   (ｱ) その養育する子が１歳に達する日（以下「１歳到達日」という。）（当

    該子について当該非常勤職員が第２条の３第２号に掲げる場合に該当して

    する育児休業の期間の末日とされた日が当該子の１歳到達日後である場合

    にあっては、当該末日とされた日。以下この(ｱ)において同じ。)において

    育児休業をしている非常勤職員であって、同条第３号に掲げる場合に該当

    して当該子の１歳到達日の翌日を育児休業の期間の初日とする育児休業を

    しようとするもの 

   (ｲ) その任期の末日を育児休業の期間の末日とする育児休業をしている非常

    勤職員であって、当該任期を更新され、又は当該任期の満了後に引き続い
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    て特定職に採用されることに伴い、当該育児休業に係る子について、当該

    更新前の任期の末日の翌日又は当該採用の日を育児休業の期間の初日とす

    る育児休業をしようとするもの 

 第２条第３号ウを削る。 

 第２条の３第２号中「当該非常勤職員が当該」を「、当該非常勤職員が、当該」

に改め、同条第３号中「ため、非常勤職員が当該子の１歳到達日（当該子を養育す

る非常勤職員が前号に掲げる場合に該当してする育児休業又は当該非常勤職員の配

偶者が同号に掲げる場合若しくはこれに相当する場合に該当してする地方等育児休

業の期間の末日とされた日が当該子の１歳到達日後である場合にあっては、当該末

日とされた日（当該育児休業の期間の末日とされた日と当該地方等育児休業の期間

の末日とされた日が異なるときは、そのいずれかの日））の翌日（当該子の１歳到

達日後の期間においてこの号に掲げる場合に該当してその任期の末日を育児休業の

期間の末日とする育児休業をしている非常勤職員であって、当該任期が更新され、

又は当該任期の満了後に特定職に引き続き採用されるものにあっては、当該任期の

末日の翌日又は当該引き続き採用される日）を育児休業の期間の初日とする育児休

業をしようとする場合であって、次に掲げる場合のいずれにも該当するとき」を「

非常勤職員が、次に掲げる場合のいずれにも該当する場合（当該子についてこの号

に掲げる場合に該当して育児休業をしている場合であって第３条第７号に掲げる事

情があるときはイ及びウに掲げる場合に該当する場合、市長が定める特別の事情が

ある場合にあってはウに掲げる場合に該当する場合）」に改め、同号イを同号ウと

し、同号ア中「（当該非常勤職員が」の右に「前号に掲げる場合に該当して」を、

「当該配偶者が」の右に「同号に掲げる場合又はこれに相当する場合に該当して」

を加え、同号アを同号イとし、同号にアとして次のように加える。 

  ア 当該非常勤職員が当該子の１歳到達日（当該非常勤職員が前号に掲げる場

合に該当してする育児休業又は当該非常勤職員の配偶者が同号に掲げる場合

若しくはこれに相当する場合に該当してする地方等育児休業の期間の末日と

された日が当該子の１歳到達日後である場合にあっては、当該末日とされた

日（当該育児休業の期間の末日とされた日と当該地方等育児休業の期間の末

日とされた日が異なるときは、そのいずれかの日））の翌日（当該配偶者が

この号に掲げる場合又はこれに相当する場合に該当して地方等育児休業をす
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る場合にあっては、当該地方等育児休業の期間の末日とされた日の翌日以前

の日）を育児休業の期間の初日とする育児休業をしようとする場合 

 第２条の３第３号に次のように加える。 

  エ 当該子について、当該非常勤職員が当該子の１歳到達日（当該非常勤職員

が前号に掲げる場合に該当してする育児休業の期間の末日とされた日が当該

子の１歳到達日後である場合にあっては、当該末日とされた日）後の期間に

おいてこの号に掲げる場合に該当して育児休業をしたことがない場合 

 第２条の４中「ため、非常勤職員が当該子の１歳６か月到達日の翌日（当該子の

１歳６か月到達日後の期間においてこの条の規定に該当してその任期の末日を育児

休業の期間の末日とする育児休業をしている非常勤職員であって、当該任期が更新

され、又は当該任期の満了後に特定職に引き続き採用されるものにあっては、当該

任期の末日の翌日又は当該引き続き採用される日）を育児休業の期間の初日とする

育児休業をしようとする場合であって、次の各号のいずれにも該当するとき」を「

非常勤職員が、次の各号に掲げる場合のいずれにも該当する場合（当該子について

この条の規定に該当して育児休業をしている場合であって次条第７号に掲げる事情

があるときは第２号及び第３号に掲げる場合に該当する場合、市長が定める特別の

事情がある場合にあっては同号に掲げる場合に該当する場合）」に改め、同条中第

２号を第３号とし、第１号を第２号とし、同号の前に次の１号を加える。 

 (1) 当該非常勤職員が当該子の１歳６か月到達日の翌日（当該非常勤職員の配偶

者がこの条の規定に該当し、又はこれに相当する場合に該当して地方等育児休

業をする場合にあっては、当該地方等育児休業の期間の末日とされた日の翌日

以前の日）を育児休業の期間の初日とする育児休業をしようとする場合 

 第２条の４に次の１号を加える。 

 (4) 当該子について、当該非常勤職員が当該子の１歳６か月到達日後の期間にお

いてこの条の規定に該当して育児休業をしたことがない場合 

 第２条の５を削る。 

 第３条中第５号を削り、第６号を第５号とし、同条第７号中「第２条の４」を「

前条」に改め、同号を同条第６号とし、同条第８号中「その任期」を「任期を定め

て採用された職員であって、当該任期」に、「非常勤職員」を「もの」に改め、

「、当該育児休業に係る子について」を削り、「任期が」を「任期を」に、「特定
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職に引き続き」を「引き続いて特定職に」に、「、当該任期」を「、当該育児休業

に係る子について、当該更新前の任期」に、「引き続き任用される日」を「採用の

日」に改め、同号を同条第７号とする。 

 第３条の次に次の１条を加える。 

 （育児休業法第２条第１項第１号の人事院規則で定める期間を基準として条例で

定める期間） 

第３条の２ 育児休業法第２条第１項第１号の人事院規則で定める期間を基準とし

て条例で定める期間は、５７日間とする。 

 第１０条第６号中「育児休業等計画書」を「育児短時間勤務計画書」に改める。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和４年１０月１日から施行する。ただし、次項、附則第４項及

び附則第６項の規定は、公布の日から施行する。 

 （育児休業をすることができない非常勤職員に係る経過措置） 

２ この条例の施行の日（以下「施行日」という。）以後において地方公務員の育

児休業等に関する法律（平成３年法律第１１０号）第２条第１項本文に規定する

育児休業（以下「育児休業」という。）をするため、同条第３項の規定による承

認（以下「育児休業の承認」という。）を受けようとする改正後の第２条第３号

ア又はイのいずれかに該当する非常勤職員は、施行日前においても、当該育児休

業の承認を請求することができる。 

３ この条例の施行の際現に改正前の第２条第３号アからウまでのいずれかに該当

して育児休業をしている非常勤職員に係る育児休業の承認は、施行日の前日を限

り、その効力を失うものとし、施行日に、施行日から当該育児休業の期間の末日

までの間において改正後の第２条第３号ア又はイのいずれかに該当する非常勤職

員に係る育児休業の承認があったものとみなす。 

 （１歳から１歳６か月に達するまでの子を養育する非常勤職員に係る育児休業の

承認に係る経過措置） 

４ 施行日以後において１歳から１歳６か月に達するまでの子を養育するために当

該子に係る育児休業の承認を受けようとする非常勤職員が、改正後の第２条の３

第３号に掲げる場合に該当する場合（育児休業をしようとする非常勤職員が改正
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前の第２条の３第３号に掲げる場合に該当して育児休業をしている場合であって

改正後の第３条第７号に掲げる事情があるときは改正後の第２条の３第３号イ及

びウに掲げる場合に該当する場合、市長が定める特別の事情がある場合にあって

は改正後の同号ウに掲げる場合に該当する場合。次項において同じ。）には、当

該非常勤職員は、施行日前においても、当該育児休業の承認を請求することがで

きる。 

５ この条例の施行の際現に改正前の第２条の３第３号に掲げる場合に該当して育

児休業をしている非常勤職員に係る育児休業の承認は、施行日の前日を限り、そ

の効力を失うものとし、施行日に、施行日から当該育児休業の期間の末日までの

間において改正後の第２条の３第３号に掲げる場合に該当する場合に行う育児休

業の承認があったものとみなす。 

 （１歳６か月から２歳に達するまでの子を養育する非常勤職員に係る育児休業の

承認に係る経過措置） 

６ 施行日以後において１歳６か月から２歳に達するまでの子を養育するために当

該子に係る育児休業の承認を受けようとする非常勤職員が、改正後の第２条の４

の規定に該当する場合（育児休業をしようとする非常勤職員が改正前の第２条の

４の規定に該当して育児休業をしている場合であって改正後の第３条第７号に掲

げる事情があるときは改正後の第２条の４第２号及び第３号に掲げる場合に該当

する場合、市長が定める特別の事情がある場合にあっては改正後の同号に掲げる

場合に該当する場合。次項において同じ。）には、当該非常勤職員は、施行日前

においても、当該育児休業の承認を請求することができる。 

７ この条例の施行の際現に改正前の第２条の４の規定に該当して育児休業をして

いる非常勤職員に係る育児休業の承認は、施行日の前日を限り、その効力を失う

ものとし、施行日に、施行日から当該育児休業の期間の末日までの間において改

正後の第２条の４の規定に該当する場合に行う育児休業の承認があったものとみ

なす。 

 （育児休業等計画書に係る経過措置） 

８ 施行日前に改正前の第３条第５号又は第１０条第６号の育児休業等計画書を提

出した職員に対する改正前の第３条第５号又は第１０条第６号の規定の適用につ

いては、なお従前の例による。 
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 （提案理由） 

 地方公務員の育児休業等に関する法律の一部改正により、非常勤職員の育児休業

の取得要件を緩和するとともに、所要の規定の整備を行うため、この条例案を提出

するものである。 

 

 

 

 （根拠法令） 

地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号） 

第２４条 

５ 職員の給与、勤務時間その他の勤務条件は、条例で定める。 

 

 地方公務員の育児休業等に関する法律 

第２条 職員（第１８条第１項の規定により採用された同項に規定する短時間勤務

職員、臨時的に任用される職員その他その任用の状況がこれらに類する職員とし

て条例で定める職員を除く。）は、任命権者（－略－）の承認を受けて、当該職

員の子（－略－）を養育するため、当該子が３歳に達する日（非常勤職員にあっ

ては、当該子の養育の事情に応じ、１歳に達する日から１歳６か月に達する日ま

での間で条例で定める日（当該子の養育の事情を考慮して特に必要と認められる

場合として条例で定める場合に該当するときは、２歳に達する日））まで、育児

休業をすることができる。ただし、当該子について、既に２回の育児休業（次に

掲げる育児休業を除く。）をしたことがあるときは、条例で定める特別の事情が

ある場合を除き、この限りでない。 

  (1) 子の出生の日から国家公務員の育児休業等に関する法律（平成３年法律第

１０９号。以下「国家公務員育児休業法」という。）第３条第１項第１号の

規定により人事院規則で定める期間を基準として条例で定める期間内に、職

員（－略－）が当該子についてする育児休業（－略－）のうち最初のもの及

び２回目のもの 
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議案第１２３号 

 

   東広島市議会議員及び東広島市長の選挙における選挙運動の公費負担 

   に関する条例の一部改正について 

 

 東広島市議会議員及び東広島市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条

例の一部を改正する条例を次のように定める。 

 

  令和４年８月２９日提出 

 

                 東広島市長    垣    德    

 

   東広島市議会議員及び東広島市長の選挙における選挙運動の公費負担 

に関する条例の一部を改正する条例 

 

 東広島市議会議員及び東広島市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条

例（平成９年東広島市条例第２２号）の一部を次のように改正する。 

 第４条第２号ア中「１万５,８００円」を「１万６,１００円」に改め、同号イ中

「７,５６０円」を「７,７００円」に改める。 

 第８条中「７円５１銭」を「７円７３銭」に改める。 

 第１１条中「３１万５００円」を「３１万６,２５０円」に改め、同条第１号中

「５２５円６銭」を「５４１円３１銭」に改め、同条第２号中「２６万２,５３０

円」を「２７万６５５円」に、「２７円５０銭」を「２８円３５銭」に改める。 

 第１２条第２項中「７円５１銭」を「７円７３銭」に改める。 

   附 則 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

２ 改正後の東広島市議会議員及び東広島市長の選挙における選挙運動の公費負担

に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後にその期日を告示される選挙に

ついて適用し、同日の前日までにその期日を告示された選挙については、なお従

前の例による。  



‐４６‐ 

（提案理由） 

 公職選挙法施行令（昭和２５年政令第８９号）の一部改正により、国会議員の選

挙における選挙運動用自動車の使用等の公営に要する経費に係る限度額が引き上げ

られたことに合わせて、東広島市議会議員及び東広島市長の選挙における選挙運動

用自動車の使用等に要する経費に係る公費負担の限度額を改定するため、この条例

案を提出するものである。 

 

 

 

（根拠法令） 

公職選挙法（昭和２５年法律第１００号） 

第１４１条 

８ 地方公共団体の議会の議員又は長の選挙については、地方公共団体は、前項の

規定（－略－）に準じて、条例で定めるところにより、公職の候補者の第１項の

自動車の使用について、無料とすることができる。 

第１４２条 

１１ 地方公共団体の議会の議員又は長の選挙については、地方公共団体は、前項

の規定（－略－）に準じて、条例で定めるところにより、公職の候補者の第１項

第３号から第７号までのビラの作成について、無料とすることができる。 

第１４３条 

１５ 地方公共団体の議会の議員又は長の選挙については、地方公共団体は、前項

の規定（－略－）に準じて、条例で定めるところにより、公職の候補者の第１項

第４号の３の個人演説会告知用ポスター（都道府県知事の選挙の場合に限る。）

及び同項第５号のポスターの作成について、無料とすることができる。 
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議案第１２４号 

 

   東広島市コミュニティ活動施設設置及び管理条例の一部改正について 

 

 東広島市コミュニティ活動施設設置及び管理条例の一部を改正する条例を次のよ

うに定める。 

 

  令和４年８月２９日提出 

 

                 東広島市長    垣    德    

 

   東広島市コミュニティ活動施設設置及び管理条例の一部を改正する条 

   例 

 

 東広島市コミュニティ活動施設設置及び管理条例（昭和５５年東広島市条例第２

５号）の一部を次のように改正する。 

 別表第１元広集会所の項、後谷集会所の項、妙見ケ丘コミュニティホームの項及

びグリーンコミュニティホームの項を削る。 

   附 則 

この条例は、令和４年１１月１日から施行する。
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 （提案理由） 

 地域集会所を無償で譲渡すること等に伴い、当該地域集会所を廃止するため、こ

の条例案を提出するものである。 

 

 

 

 （根拠法令） 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号） 

第２４４条の２ 普通地方公共団体は、法律又はこれに基づく政令に特別の定めが

あるものを除くほか、公の施設の設置及びその管理に関する事項は、条例でこれ

を定めなければならない。 
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議案第１２５号 

 

   東広島市急傾斜地崩壊対策事業分担金徴収条例の一部改正について 

 

東広島市急傾斜地崩壊対策事業分担金徴収条例の一部を改正する条例を次のよう

に定める。 

 

  令和４年８月２９日提出 

 

東広島市長    垣    德    

 

   東広島市急傾斜地崩壊対策事業分担金徴収条例の一部を改正する条例 

 

 東広島市急傾斜地崩壊対策事業分担金徴収条例（平成２７年東広島市条例第５

号）の一部を次のように改正する。 

第３条第１号中「急傾斜地崩壊危険区域を含む」及び「（以下「被害想定区域」

という。）」を削り、同条第２号中「作成された東広島市地域防災計画」を「作成

した市町村地域防災計画（次条第１項第１号カにおいて「東広島市地域防災計画」

という。）」に改める。 

第４条第１項中「。次項において同じ」を削り、「次に掲げる区分に応じてそれ

ぞれ当該割合」を「次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる割合」に改

め、同項に次のただし書を加える。 

ただし、広島県が行う事業に係る分担金の総額は、零とする。 

第４条第１項第１号を次のように改める。 

(1) 急傾斜地の崩壊により被害を受けるおそれのある区域であって次のいずれか

に該当する施設がある区域において行う事業（次号において「公共関連事業」

という。） １００分の５ 

ア 公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法（昭和２６年法律第９７号）第３

条第１号に掲げる河川又は同条第３号に掲げる砂防設備 

イ 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第３条に規定する道路 
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ウ 鉄道事業法（昭和６１年法律第９２号）第８条第１項に規定する鉄道施設 

エ 軌道法（大正１０年法律第７６号）第１条第１項の軌道 

オ 水道法（昭和３２年法律第１７７号）第３条第８項に規定する水道施設（

配水管を除く。） 

カ 東広島市地域防災計画に定められた避難路又は避難場所 

キ 要配慮者利用施設（社会福祉施設、学校、医療施設その他の主として防災

上の配慮を要する者が利用する施設をいう。） 

第４条第１項第２号中「(1)」を「公共関連事業」に改め、「。以下同じ」を削

り、「１００分の２０」を「１００分の１０」に改め、同条中第２項を削り、第３

項を第２項とする。 

別表を削る。 

附 則 

この条例は、令和４年１０月１日から施行し、改正後の東広島市急傾斜地崩壊対

策事業分担金徴収条例は、同年４月１日以後に着手した急傾斜地崩壊対策事業につ

いて適用する。  
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（提案理由） 

 著しく異常かつ激甚な非常災害が頻発し、かつ、多大な被害が発生している状況

に鑑み、本市が行う急傾斜地崩壊対策事業に係る分担金について、その額の算定に

当たり当該事業に要する経費に乗ずる割合を引き下げ、及び広島県が行う急傾斜地

崩壊対策事業に係る分担金を徴収しないこととするとともに、所要の規定の整理を

行うため、この条例案を提出するものである。 

 

 

 

 （根拠法令） 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号） 

第２２８条 分担金、使用料、加入金及び手数料に関する事項については、条例で

これを定めなければならない。－略－ 


